
「せとなみ」の車両航送について（お詫び）

令和８年４月１日より就航する新船「せとなみ」につきまして、車両の航

送開始を延期させていただきます。

これまで各関係機関と協議を重ね、車両積載を前提として、「せとなみ」

の建造を進めてまいりましたが、就航直前の最終確認段階において、貨

客船の法定基準に関する極めて高度な制度上の課題が浮上いたしまし

た。

現在、一刻も早く車両の航送が開始できるよう各関係機関と協議をお

こなっておりますが現時点では航送開始の目途がたっておりません。

■４月１日からの運航（航送）状況

・旅客（人の乗り降り）：予定通り航送いたします。

・物資（貨物・手荷物）：予定通り航送いたします。

・車両 ：現在は航送できません。

※車両航送につきましては天長丸での航送を予定していますが、航送

期日は決定次第、改めてお知らせいたします。

島民の皆様、ならびに関係者の皆様には、多大なるご不便とご迷惑をお

かけすることを深くお詫び申し上げます。
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